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衆
議
院
議
員
小
野
寺
五
典
君
提
出
平
成
二
十
三
年
度
第
二
次
補
正
予
算
の
執
行
状
況
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
二
十
三
年
度
第
二
次
補
正
予
算
に
計
上
し
た
東
日
本
大
震
災
復
旧
・
復
興
予
備
費
（
以
下
「
予
備
費
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
は
、
本
年
九
月
二
十
七
日
現
在
ま
で
に
、
個
人
債
務
者
の
私
的
整
理
に
係
る
支
援
に
必
要
な
経
費
に
充
て
る
た
め

十
億
七
千
万
円
、
放
射
性
物
質
の
除
染
事
業
等
に
必
要
な
経
費
に
充
て
る
た
め
二
千
百
七
十
九
億
千
万
円
、
汚
染
さ
れ
た
牛

肉
・
稲
わ
ら
に
係
る
肉
用
牛
肥
育
農
家
支
援
対
策
等
に
必
要
な
経
費
に
充
て
る
た
め
八
百
六
十
三
億
円
の
使
用
を
決
定
し
て

い
る
。

個
人
債
務
者
の
私
的
整
理
に
係
る
支
援
に
必
要
な
経
費
は
、
被
災
さ
れ
た
個
人
債
務
者
が
一
般
社
団
法
人
個
人
版
私
的
整

理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
運
営
委
員
会
（
以
下
「
運
営
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
利
用
す
る
際
の
弁
護
士
費
用
等
を
補
助
す
る
た
め

の
も
の
で
あ
り
、
同
経
費
に
充
て
る
た
め
、
本
年
八
月
十
九
日
に
予
備
費
の
使
用
を
決
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
現
在
、
運

営
委
員
会
に
お
い
て
、
当
該
補
助
を
行
う
前
提
と
な
る
事
前
相
談
を
被
災
者
の
方
々
か
ら
受
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
個

人
債
務
者
の
私
的
整
理
に
係
る
支
援
に
着
実
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

放
射
性
物
質
の
除
染
事
業
等
に
必
要
な
経
費
は
、
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
っ
て
発
生

一



し
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
に
よ
る
不
安
を
一
日
で
も
早
く
解
消
す
る
た
め
、
生
活
圏
に
お
け
る
除
染
事
業
等
を
緊
急
に

実
施
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
同
経
費
に
充
て
る
た
め
、
本
年
九
月
九
日
に
予
備
費
の
使
用
を
決
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
後
、
関
係
県
及
び
市
町
村
と
連
携
し
、
迅
速
か
つ
着
実
に
除
染
事
業
等
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

汚
染
さ
れ
た
牛
肉
・
稲
わ
ら
に
係
る
肉
用
牛
肥
育
農
家
支
援
対
策
等
に
必
要
な
経
費
は
、
汚
染
稲
わ
ら
が
給
与
さ
れ
た
肉

用
牛
の
肥
育
農
家
の
喫
緊
の
資
金
繰
り
等
に
対
応
す
る
た
め
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
が
行
う
農
家
の
支
援
対
策

等
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
同
経
費
に
充
て
る
た
め
、
本
年
九
月
二
十
七
日
に
予
備
費
の
使
用
を
決
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
後
、
関
係
都
道
府
県
、
畜
産
関
係
団
体
等
と
連
携
し
、
迅
速
か
つ
着
実
に
肉
用
牛
肥
育
農
家
の
支
援
対
策
等
に
取
り
組
ん

で
ま
い
り
た
い
。
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